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「ൽෘԌ」ۀ֎औফ͠

̣̘ટ൫などのۚଐ部加作業にै事

した労働者Ａさんは、作業で用する

༉にばく࿐したために৮ൽෘԌを発

した。その後さらにݱ場作業により

༉ϛストのばく࿐が継続したことで、ؾ

支ᄶଉも発し、期の療ཆɾٳ業を༨

ّなくされたため、৮ൽෘԌとؾ支ᄶ

ଉについてେࡕ労基署（以下、署）に

労災請求（ٳ業ิঈ請求）を行った。

これに対して署が不支څ決定を行った

ため、େࡕ労災อݥ審査に対して審査請

求を行った。請求は「৮ൽෘԌ」（ൽෘ

ঢ়）と「ؾ支ᄶଉ」（ثٵݺঢ়）を

ผʑの処分として受理され、ࠓ回、৮ൽ

ෘԌについて、「h ༉によるൽෘԌʱは

৬業病Ϧスト上の࣬ױであること」を理由

として不支څ決定処分がऔり消された。労

༩意見は̐名全һが「औ消し相ࢀの審査

当」だった。

後、決定が行わࠓ支ᄶଉについてはؾ

れる༧定。

なお本件はＡࢯがۚଐ機ց労働合ߓ合

同に労働相ஊしたことから当҆全センター

に支ԉ要請があったもので۽୩৴ೋݩ）ࢯ

のもとでऔりྗڠत）の全໘的ڭ業ҩେ࢈

んでいる。

৬ۀපϦετのྫࣔྻ࣬ڍපͳのʹ

「༉によるൽෘԌ」は৬業病Ϧスト

（労基則ผද第̍の２）ྫ示ྻ࣬ڍ病であ

る。

すなわͪ、労基則ผද第̍の２第̐߸の

̣̘ટ൫ۀ࡞Ͱの༉にΑΔൽෘԌ
େࡕ࿑جॺのۀ֎ܾఆऔফし

定ܾޙࠓᄶଉࢧؾ
େࡕ労災อݥ৹査

1& ᪕┙㸦%♫ᕤሙࠊษ๐Ἔࢺࢫ࣑Ẽ⨨ᮍタ⨨㸧
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৮皮ෘԌ業務外取消し

３に

「すす、߭༉、うるし、ςレϏン༉、ター

ル、セメント、Ξϛンܥのथߗࢷ化ࡎ等に

さらされる業務によるൽෘ࣬ױ」

が示されている。

さらに、৬業病Ϧストについての基本௨

ୡ（労働者災害ิঈอݥ法ࢪ行規則の一

部をվ正するলྩのࢪ行等について基発

第 1�� ߸ত 5� 年３月 �0 日、վ正基発

1001 第̔߸ฏ 25 年 10 月̍日）のه

の第２、２、（̐）、ハにおいて、

ハɹ「すす、߭༉、うるし、ςレϏン༉、

タール、セメント、Ξϛンܥのथߗࢷ化ࡎ

等にさらされる業務によるൽෘ࣬ױ」（第

̐߸３）

ʦ要ࢫʧ

本規定は、৬業性ൽෘ࣬ױの原因࣭

としてै来からられているすす、߭

༉、うるし、タールٴͼセメントに加え

てۙ年ଟ数の障害発生をΈたΞϛンܥの

थߗࢷ化ࡎ等のࠞ合࣭に作業ڥ下に

おいて業務にै事することにより発生す

るൽෘ࣬ױを業務上の࣬病として定めた

ものである。

ʦ解説ʧ

（Π）ྫ示された有害࣭の意ٛは、以下

のड़るとおりである。

ʻ中ུʼ

Cɹ「߭༉」とは、২性༉に対する

߭性༉を૯শするもので、ੴ༉、έ

πؠ༉、ੴܥ༉等がある。

ʻ中ུʼ

（ϩ）֘当する業務としては、ྫえば、次

に͛ܝるものがある。

ʻ中ུʼ

Cɹ߭༉：༉等の५༉、ి機ઈ

ԑ༉ຢは処理༉のຢはऔѻ業務

等

ʻ中ུʼ

（ハ）「ൽෘ࣬ױ」について

ʻ中ུʼ

Cɹ߭༉によるൽෘ࣬ױには、ٸ性ൽ

ෘԌ（かͿれ）、༉（ໟแԌຢはໟ

೯Ԍともいう。）等がある。৭ૉண

とゆうͥい（ΠϘ）のܗがΈられる

ことがある。

とࡌهされており（下ઢච者）、「༉」

は߭༉に֘当する。

ＡࢯのൽෘԌはब労ɾばく࿐։࢝から

12 日後に発していてどの主࣏ҩも৮

ൽෘԌと診断し࣏療しており、৬場をれ

ると軽快している事࣮がある。

よって、ＡࢯのൽෘԌは৬業病Ϧスト上

の࣬ױʹྫ示ྻ࣬ڍ病、といえる。

したがって署は「৬業病Ϧスト上の࣬

にあたり業務上」と容қに判断できた事ױ

ᡭࡢ⓶≧㸦ᕥ㸸 20�8 ᖺ 5 ᭶ � ᪥7ࠊ 病㝔デ⒪㘓ྑࠉ㸸
20�� ᖺ 2 ᭶ � ᪥ࢻࣟࢸࢫࠊ㌾⭯ࢆሬࡾ≧ࢆᢚࡲࠊࡿ࠼
㸧ࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࡿࡋࡴࡁᥙࡽࡉࠊ╔ࡀษ๐Ἔࡓ
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A氏労災の発症、労災請求の経過
2018/04/16 B社入社。

NC旋盤、ペンチレース、フライス盤、ボール盤を用いての金属加工に
従事。手袋は使用しない。
切削油（不水溶性切削油、研削油）に上肢、衣服を通しての下肢、顔面
にばく露。

4/28 夜中に両腕に発疹。朝、顔面に発疹、ヒリヒリ感、次第に増強、顔面が
発熱、痛くて耐えられないほどに。

4/29 顔面が赤く腫れ、各症状持続し、T病院救急外来受診。（5/8まで休業）。
5/1 T病院皮膚科受診。ステロイド剤など処方。
5/9 出社。顔の腫れはなくなったものの、手と前腕の痒みで眠れない日々が

続き、掻きむしるので出血した。
6月から 休業した先輩社員にかわり、NC旋盤にも従事開始。ＮＣ旋盤において

使用する切削油のミストにばく露するようになる。
局所排気装置なく、かつ、ときおり高圧で切削油を噴射して切削くずを
飛ばす「ハイプレッシャー」方式を使用するなどで、ミストの吸入をす
るようになる。簡易マスクの使用はしたが、オイルミストに有効な防護
マスクは使用せず（支給はもちろんなし）。
皮膚症状は 2019年になっても軽快することなく、数カ所の開業医にお
いてステロイド外用剤などを処方され、就労を続ける。

2019/4/6 発熱し、息苦しさ、咳・痰の症状が出始めた
4/9 E病院受診。気管支炎疑いとして各種の投薬治療を受ける。「仕事に行

くと悪化するので、仕事が原因だろう」との指摘。少し軽快したので、
5/23、24と出社したが、翌日には同様な症状が出て、以後、現在まで
休業となる

5/28 N 病院呼吸器内科受診。呼吸機能は正常範囲だったが、ピークフロー
が予測値の 80.9%と少し低めであった。また気管支喘息の指標である
呼気中一酸化窒素濃度が 61ppbと高かった。仕事から離れて約 2カ月
後の 7月 23日には呼気中一酸化窒素濃度は 28ppb（日本生命病院）と
低下し、9月 3日にも 28ppb（H医療センター）であった。なお、N病
院では E病院の胸部 CT画像（5月 20日）について「気管支壁肥厚あ
り」とのカルテ上の所見あり。

2019/12/13 大阪西労基署に労災請求、B社は事業主証明拒否。熊谷意見書提出
2020/7/13 不支給決定通知（日付）

9月下旬 個人情報開示決定、開示資料交付
9/30 審査請求提出（大阪労災審査官）
11/5 審査請求意見書（代理人片岡意見書、熊谷信二先生意見書提出）。

2021/10/22 口頭意見陳述（審査官、西署、A氏・代理人）
11/26 口頭意見陳述を受けての意見書提出（熊谷、片岡）

7/14 皮膚炎について原処分取消決定

৮皮ෘԌ業務外取消し
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Ҋであった。

පͩͱΒͳ͔ͬͨ࣬ڍྻࣔྫ � 

不支څ決定後のݸ人報։示請求で入ख

した署の調査݁Ռ෮໋書（以下、෮໋書）

をಡんだところ、こうした৬業病Ϧストに

関するࡌهがまったくなかった。

一般的に、৬業性࣬病についての労災請

求がなされると労基署はछʑの調査を行い

調査容と݁を෮໋書にまとめる。

෮໋書の書ࣜとして、「৬業病Ϧストの

Կʑの࣬ױに֘当するかどうか」を検討す

ることから࢝めて、݁部分で「֘当する

から業務上」あるいは「֘当しないから業

務֎」というスタΠルをとる。

ྫ示ྻ࣬ڍ病であるときは、そのྫ示ྻ

病であるかどうかの検討をすることに࣬ڍ

なるので、ඞずそのようなスタΠルになる。

だが不ٞࢥなことに本件の෮໋書はまっ

たくそうなっていなかった。

そこで審査請求にあたって、請求書の「審

査請求の理由」に「本件処分にる৮ൽ

ෘԌは、労基則ผද第̍の２第̐߸３に֘

当する࣬ױであるにもかかわらず、ଞの原

因として明らかに立ূされたものがօແで

あることを౿まえずに行われた不支څ処分

であるため」とࡌهしてఏ出した。

そうしたところ、審査請求後΄どなく、

上هの௨ৗスタΠル、つまり、労基則ผද

第̍の２第̐߸３の࣬ױに֘当するかどう

かを判断するというࣜܗにมߋして、෮໋

書の同容で書きえられた原処分ி意見

書が審査にఏ出されたのである。

つまり、本件のൽෘԌについて「༉

によるൽෘԌが৬業病Ϧストにྫ示ྻڍさ

れていること」そして「ྫ示ྻ࣬ڍ病にあ

たるかどうかということが調査の؟にな

るということ」を、ࢲたͪの審査請求書を

見るまで署がらなかったとしか考えら

れず、これにはѦ然とする΄かなかった。

ৗࣝ௨Γのۀ্அ

いずれにしても（署とは違って）審査

病に֘࣬ڍのൽෘԌを「ྫ示ྻࢯは、Ａ

当するかどうかを判断する」という当たり

前のスタートラΠンに立つことになった。

「ྫ示ྻ࣬ڍ病であること」の意ٛは、

༉のばく࿐とൽෘԌのҩֶ的因Ռ関

が確立しているという前ఏがあ（評価）

る、つまり、h 一定の要件を満たし、特ஈ

のূがない限り業務上の࣬病と認定され

るきものであるとされている （ɦh ʱは決

定書からҾ用）ということである。

たしかにＡさんの場合、「ඇ特ҟ的 *H&

が高であること」「."45�� 検査がٖ

ཅ性」であり一定のΞトϐーૉ因があると

はいえるのだが、は、දに示した事

ঢ়گと発ɾঢ়ܦ過との関において、

業務上࣬病ではないʹ不支څ処分とする、

΄どのもの（࣭と程）があるのか、とい

う点である。

この点、審査は֤ূ拠、ҩূを検討し

たうえでʰ請求人のૉ因がେきくӨڹした

とまでは言いく、業務上の有害因ࢠが相

対的に有ྗな発原因であったと判断する

のがଥ当であると認められるʱとした。ま

৮皮ෘԌ業務外取消し
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た、h 業務をٳ業することにより、ばく࿐

がなくなってしばらくするとঢ়が軽ݮʱ

している事࣮はその判断のʰେきなิ要

因であるʱとも判断した。

そしてʰ以上のことから、૯合的に判断

すると、請求人に発した本件࣬病は、一

定の要件を満たし、特ஈのূがなされた

までとは言えないと当審査は判断するこ

とから、ผද第̐の３「すす、߭༉、…

ൽෘ࣬ױ」に֘当すると当審査は判断す

るʱと݁ͮけた。

ζαϯۃ·Δ

要するに、「༉に業務でばく࿐した

ら৮性ൽෘԌを発するということは৬

業病Ϧストにࡌܝされている΄どで、いわ

ばࣗ明のことである。にもかかわらず、ଟ

গ、ൽෘがऑい向がある（あるかもしれ

ない、「おഽがあれやすい」）ということを

もって労災認定しない、などとはඇৗࣝき

わまりない」ということだ。

であるのでࢲたͪは、不支څ決定後ʙ審

査請求ஈ֊を௨じて、署ࣗによる原処

分のࣗிऔ消を求め続けていたのであるが

署は一؏してこれをڋ൱、େࡕ労働ہは

それを容認した。ඌ௰かなٞऺࢠӃٞһに

հいだだき直ް生労働ল本লにળ処を

要請したが、それでも൴らのଶはมわら

なかった。

৬業病Ϧストの意ٛをແࢹするこんなζ

αン、不法なやりํがまかり௨っていいは

ずはない。労災請求から不支څऔり消し決

定まで 2 年もかけるݱ労災ิঈ行政

とはいったいԿなのだろうか。まことにၗ

ຫな連中である。

次の「ؾ支ᄶଉの不支څ処分」につい

て、۪かな審査決定がなされないことを

。っているئ

৮皮ෘԌ業務外取消し

https://asbesto.jp/

中皮腫患者による、中皮腫患者のための情報発信、交流の場！！

͓͍߹Θͤɺ�12��31��279ɹதൽजαϙʔτΩϟϥόϯୂ
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ాลࢢのة機理ہだった中యতさ

んは 201� 年̔月、෩ 20 ߸の災害対Ԡ

にあたった後、出血でれ、その後死亡

した。Ҩは公務災害を請求し、2020 年

６月に認定された（ৄ細は本ࢽ 2021 年̕

月߸）。災害対Ԡの指شを執り、ܜٳも΄と

んどऔれずに対Ԡしたことがڧの精神的

負ՙとなり、基ૅ࣬ױの高血圧をࣗ然ܦ過

をૣめてஶしく૿ѱさͤたと判断された。

公務災害と認められたものの、Ҩには

納得がいかないことがあった。

業務が原因で死亡したのに、ࢢ所から

はԿの説明もなく、中さんの死はまるで

なかったことのようにれられているとい

うことだ。そのことについて、Ҩがയ然

とࢢにい合わͤてもきͪんとした対Ԡは

期できない。

一ܭをҊじて、ాลࢢѼにจ書で説明

を求めるਃし入れを行った。

2022 年６月̔日、中さんの妻と次உ、

支ԉ者として当センターが同੮し、ాลࢢ

所でਃ入書をखした。ਃし入れと同時

に、ࢢ所ه者ࣨで会見も行った。会見に

はঁもۦけつけて出੮した。ాลࢢのς

レϏや৽ฉは、େきく報ಓした。

ਃ入書の容は以下の̐点

̍෩20߸の対Ԡで、「災害対ࡦ準උࣨ」

をઃஔされ、またそのࡍに෭ࢢが来ら

れなかったというのは、事࣮でしΐうか。

２෭ࢢが来られなかったとしたら、どう

いう理由であったのでしΐうか。

３෭ࢢが来られなかったとして、中が

「災害対ࡦ準උࣨ」のトοϓのわりとし

て、࠷ऴ判断を行ったことについて、ࢢの

対Ԡとしてどのようにお考えでしΐうか。

̐当日の災害対Ԡについて検ূし、̍人に

過ॏながかかることのないようࠓ後

のମ੍見直しを͝検討ください。

෩がۙͮいた 201� 年̔月 2� 日、中

台風対応後死亡の職員の遺族が、
田辺市に申し入れ

者会見する中さん遺族ه
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過労死の労災認定状گ

さんはேから対Ԡに当たっていたが、夜

̕時 5� 分には全ࢢに避ק告を出すと同

時に、災ମ੍を「災害対ࡦ準උࣨ」とい

う෭ࢢをトοϓとした �00 人のମ੍に

֨上͛した。ところが、෭ࢢがొிしな

かったことが、生前の中さんの言༿から

分かっている。Ҩがࢢ所の৬һにਘͶ

て確認もしている。これまでにないେ規

な災ମ੍となったときに、それをまとめ

るき者がݱ場に来ていなかったこと

が、ة機理ہであった中さんの負担

を૿加さͤたことはؒ違いない。これら࣭

の回で、Ҩは当時起こったことを

検ূし、Կらかの意を示すことをࢢにر

2022 ᖺ㸴᭶㸷᪥ࠉᮅ᪥᪂⪺

していた。

ਃし入れ後、ాลࢢ側もه者会見を行っ

たが、「৬һが亡くなったのは೦でҨ

の心中は察して༨りある」としながら、「中

さんに判断がू中するようなঢ়گではな

かった」ともした。

６月 25 日、༵日のٳி日であったが、

ాลࢢ所の会ٞࣨでҨはాลࢢと໘ஊ

した。対Ԡしたのはాลࢢ෭ࢢ、૯務部

、ة機理ہだったが 201� 年当時の

෭ࢢはୀ、ଞの৬һもมߋされていて

後の৬һだった。

回はจ書でҨにखされた。

中さんの妻とஉ්とঁ、次உが
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そろって出੮した。

やりऔりの前に、Ҩ側からこれまでの

Ҩのଶや説明がなかったこと、公務

災害請求を્むようなଶの৬һがいたり

と、ాลࢢの対Ԡにがあったのではな

いかときいたところ、それに関してはҨ

に対しておͼすると৬һ３人がそろって

頭を下͛た。

回は、̍については、෭ࢢはࣗ

機しࢢிࣷ来ていなかったと認めた。

จ書にもࡌهされたし、ޱ頭で来なかっ

たのは不దだったともした。

２の理由については、෭ࢢと中さん

がిٞڠでࣗ機とするとしたと回

した。

これはܦҢであって理由ではない。Ҩ

からの指摘に、ࢢ側はݩ෭ࢢにਘͶるな

どの調査はしておらず、そのような権限も

ないとえた。調査して事࣮を明らかにす

るؾがないということだ。Ҩと激しいや

りऔりをすることになり、࠷ऴ的にはݩ෭

にฉきに行って再回をもらうことにࢢ

なった。

３については、ʑと時ྻܥで災害対Ԡ

のܦҢをԆ、それはة機理ہの৬

として判断を行ったものだとした。要する

に、災害対Ԡとそれにう判断を行うこと

がة機理ہの事ということを説明し

ていた。

これも࣭の回になっていなかっ

た。あくまでも過ॏな負ՙがかかったとは

認めないということだ。

̐では、「災害対ࡦ準උࣨ」では、

者を෭ࢢ̍人から２人ମ੍มߋした

り、ة機理ہの精神的ମ的負担を軽

するために「準උࣨ特ผ調൝」などをݮ

ઃけたという。݈߁診断݁Ռに基ͮきҩ療

機関の受診をڧくਪするとした。しかし、

を明らかにしての調査をして事࣮関ࡍ࣮

いないのに、খखઌの対ࡦを立ててもվળ

されるとはࢥえない。

２の再回をؚめ、日をվめて再、ہ݁

回をもらうことになった。

「෭ࢢొி͖͢Ͱ͋ͬͨ」
ͱのݟղ

ɹ再回の項、およͼ追加の࣭事項は、

࣭２ɹ෭ࢢが来られなかったとした

ら、どうゆう理由であったのでしΐうか

࣭３ɹ෭ࢢが来られなかったとして、

中が「災害対ࡦ準උࣨ」のトοϓの

わりとして、࠷ऴ判断を行ったことにつ

いて、ࢢの対Ԡとしてどのようにお考え

でしΐうか

に追加で

̍ా෭ࢢがొிしなかったことについ

て、ࢢとしての見解

２公務災害ਃ請書ྨのࢢの説明とҨがू

めたূ言容に違いがある点についての

説明

ᶃ中さんの上司、૯務部は෭ࢢに

ついて「Կかあれば連བྷすることとし、

Ҿき続きࣗ機することにした」な

どとࡌهしているがҨがฉきऔりを

した時は、「ࢢが来ていたかどうか

はっきりしたهԱはない」とड़てお

り、事࣮はどうだたのか
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ᶄҨのฉきऔりでは中さんが、「෭

は৸ているし、連བྷしたらౖられࢢ

る」と言っていたこと、෭ࢢは「も

う৸るんや」と言ったらしいなど、「い

つでも連བྷが出来、ඞ要な判断を下す

ことがՄなঢ়ଶにあった」とは考え

られないূ言があること

３「災害対ࡦ準උࣨ」ମ੍でɾこれまでに

ない規の災害であったこと、ɾ担当෭

ҭڭとࢢもう一人の෭、ࡏの不ࢢ

もݺͿことができなかったこと、ɾܜٳ

する༨༟もなく時ؒにわたって対Ԡが

ඞ要であったことなどから、ة機理ہ

という৬であるということ以上に、

中に相当なと心理的負ՙがかかっ

たと考えるが、どうか

̐公務災害ਃ請にྗڠすることが、Ҩ

の配慮と考えαϙートを行ったとの主ࢫ

の発言があったが、どのような配慮やα

ϙートをしたのか。

̔月６日༵日、再の໘ஊをాลࢢ

所で行った。

࣭２について、ݱ෭ࢢはݩ෭ࢢに

ฉきऔりを行い、その回をಡΈ上͛た。

夜ؒに行える対Ԡは限られているためࣗ

機を行うこととしたという容だっ

た。要するに、ة機理ہとిでٞڠ

してࣗ機とした、夜ؒに行える対Ԡは

限られているためで、ࣗでいつでもి

連བྷできるঢ়ଶだったということだ。

࣭３については、「災害対ࡦ準උࣨ」

ઃஔ後、Կか所かの避指示の報告を受け

た以֎に特ஈの判断を行うඞ要はなかっ

た、ة機理ہの本来業務のൣᙝで、৬

として様ʑな判断を行う立場だったと

し、前回の回と主ࢫはมわらなかった。

追加̍ా෭ࢢがొிしなかったこと

について、ࢢとしての見解については、

「災害対ࡦ準උࣨをઃஔしているؒ、本来、

ొிすきであったと考えています。」と

えた。

追加２から̐の࣭については、これま

でと同じく事࣮を確認することなく、૯務

部は災害時はة機理ہの部下です

てѲする立場ではなかったとか、中さ

んに特にࠔな判断のඞ要はなく৬のൣ

ғだった、෭ࢢとはいつでも連བྷがऔれ

た、といった言༿が܁りฦされた。

、Ҩが納得する回は得られず、ہ݁

２回の໘ஊはऴྃした。

２回のやりとりのՌは以下の２点であ

る。

ɾࢢとして、「災害対ࡦ準උࣨ」がઃஔさ

れた時、෭ࢢがొிしなかったのは不

దで、来るきであったということを

認めた

ɾҨに言われるまで説明を行わなかった

など、配慮がなかったことについてのँ

罪

それ以֎については、෭ࢢがなͥ来な

かったのか本当の理由は不明なままである

し、中さんには৬以上の負ՙはかから

なかったという見解だった。事࣮確認がで

きないので、ࠓ後のվળについてもしが

できなかった。

Ҩは到底納得しておらず、ࠓ後、どの

ようにਅ相をڀ明するのか৽たなखஈを考

えるඞ要がある。
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死ぬまで元気です

7PM�5�ɹӈా�༤

օさん、こんにͪは。ࢲは相มわらͣ元

気です。

今回は 50 回ه೦ということですが、

2018 年４月から࢝まった「死ぬまで元気

です」はもう４年も連ࡌしていただいて

いるんですͶ。一体どこまで続くのやら、

これを投ߘしているうͪは元気なূڌで

しΐうͶ。

今年も７月のʰ中皮腫ܒ発月間ʱもऴྃ

しましたが、この期間中の７月 13 日に中

皮腫サϙートキϟラόン隊の෭理事長でも

あったؘ山྄さんがڗ年 46 のएさでཱྀࡀ

ཱたれました。実は前日、ࢲはؘ山さん（྄

ͪΌん）と໘会していたんです。൴が体調

が༏れないとい、急ᬎ྄ͪΌんがྍཆ中

の北ւ道へඈͼました。

྄ͪΌんの家は、北ւ道の広大な地の

ؓ静なொにありました。自におअຐする

と、ベッυで横になっている൴と対໘しま

した。とଠ଼がࡉくなっているのは明ら

かに分かりましたが、腫ᙾとෲਫでுって

いるおෲと付きのいい顔を見たら、ී段

の྄ͪΌんとมわらないようにも見えまし

た。をするもগしかすれていましたが、

ுりのあるといつも௨りの口調に、ࢲは

まだまだ大ৎだとその時思ったのでし

た。その後、それが大きな間違いだとっ

たとき、ࢲは大でٽいていました。

൴の自で約１時間おしさせていただ

き、྄ͪΌんもർれてはいけないと、「ま

たདྷるからΏっくりしといてな」と告げて

を上げると「はい、分かりました」とීࠊ

段௨りの言༿に安心して家をおいとましま

した。

その際、見送って下さった྄ͪΌんのԞ
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さんに「྄ͪΌんはఋみたいに思えて」と

言うと、「྄もӈ田さんをいつもܑوみた

いだと言ってます」とえてくれた時、ࢲ

はλクシーにり込みながらྦをྲྀしてい

ました。そして、またඞͣ会いにདྷると思

いながら帰࿏にணきました。最寄りの駅か

ら新ઍۭࡀ港へ行き、その日のうͪに自

にってきました。

ཌ日、中皮腫̢̯̤̤サロンに参Ճしな

がら、྄ͪΌんがサロンにೖってこないか

と思っていましたが、結ہ最後までೖって

こなかったので、օさんに྄ͪΌんの༷子

をし、൴を元気ͮけるためにみんなでス

クリーンショットをࡱって、ը૾を送るこ

とにしました。サロンをऴえてすぐにスマ

ϗを見たら、྄ͪΌんから̡̞̣̚が届い

ていました。しかしのその内容は൴が書い

たものではなく、൴のԞさんが書いたもの

でした。そこには྄ͪΌんがͪΐうど̯̤

̢̤サロンが࢝まった時間にଉをҾき取っ

たと書かれていました。

はこの時、前日にわͣかࢲ 1 時間の໘

会で帰ったことを後չし、を出して大ٽ

きしていました。

ؘ山྄さん、本当にօさんから৴པされ、

༏しく思いやりのある方でした。本当にఋ

のようにูってくれましたし、ࢲにとって

も最近はԿでも相談のできる方でした。

相のくりͪΌんが亡くなり、また次の

相の今ଜさんが亡くなり、ようやく見つ

けたࢲのఋみたいな相のؘ山྄さん。

現実は本当に残ࠅです。相が亡くなっ

ても、間が亡くなっても、前に進Ήしか

ないんです。やることはおߏいなしに次々

とഭってきます。

これからもこんなことの繰り返しです

が、ࢲはまだまだ元気です。というか、元

気でなければいけないです。

தൽजͱͱʹੜ͖Δ
希少・難治性がん患者と家族の26の「ものがたり」

ཬֶԂେֶڭत େౡणඒࢠɹฤ

ण社
൛࢛ 232 ท
本体 2000 円ʴ੫

病によってどう生活が変わり、どんな困難に直面す
るのか？
２人に̍人ががんになり、３人に̍人ががんで亡く
なる時。本書は̑年生ଘが一ׂというرগɾ
的ࣝをୡする本ݧ性のがんになった人ʑのମ࣏
です。
2� 人のױ者ɾՈの「ものがたり」が、いま、ࠔ
に直໘している人にʬ前にਐむྗʭをもたらします。
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韓国からの
ニュース
˙ձࣾһのύϫϋϥײ受性「ҭࣇ৬һのศٓ
ఏ࠷͕「ڙԼҐ
「৬場の࣭ߕ 11�」が、ઌ月 10 日から 1�

日まで、会社һ 1000 人を対象に「৬場のύ

ϫハラ感受性指数」を調査した݁Ռを公։し

た。৬場のύϫハラ感受性指数は、入社から

ୀ社まで、৬場でମݧすることになるঢ়گを

�0 の࣭項に理し、それに同意するレ

ベルを 100 点満点で数化したものだ。

ۉ年の৬場のύϫハラ感受性指数はฏࠓ

7��� 点で、̑等ڃの中で３等ڃ（$ 等ڃ）

に当たるとした。2020 年の ���2 点、ࡢ年

の 71 点にൺてएׯ上ঢした。感受性が࠷

も高い項は、言（上司がౖったら、ͻど

い言༿を発することもあり得る）だった。ߋ

に、ৱ（ଟগৱ的な業務指示も、時に

はඞ要だ）、ࢲ的な業務指示（上司は部下の

৬һに、業務と関のないݸ人的なこともཔ

める）、আけ者（いじめを受ける৬һが出る

のは避けられないことだ）、ҿञのڧ要（৬

場生活をԁ満にするためには、ञがݏいでも

1、2 ഋ͙らいはҿまなければならない）の

ॱだった。

感受性が࠷もい項は、ҭࣇ৬һのศٓ

ఏڙࢠ）ڙをҭてる৬һのศٓはେに見

るき）が͛ڍられた。続いて、Ռ者の

解雇（事ができない৬һに対するࣙ৬ק告

はඞ要だ）、ୀ社した৬һにをう（ಥ

然事をࣙめてしまった৬һには、を

うきだ）、ͤた事をするための夜勤（

された事は時ؒ֎勤務をしてでもऴわらͤ

るきだ）、過な࠾用公告（࠾用公告はあ

る程ތ張することもありうる）が、後に続

いた。

「৬場の࣭ߕ 11�」のハɾϢンス公認労務

士は「言ɾৱɾࢲ的業務指示を৬場

いじめと認ࣝし、これをタϒーࢹするจ化

がܗされていると見られる」が、「࣮ࡍに

労働関法の違に当たる過な࠾用公告

やҭࣇ৬һのศٓະఏڙに対しては、こ

れをύϫハラだと認ࣝするレベルはかっ

た」と評価した。「৬場ύϫハラの感受性の

いいじめのྨܕと事ྫを雇用労働部のϚ

χϡΞルにөし、৬場いじめの༧ڭ

ҭによって、会社һの感受性を高めなけれ

ばならない」とจした。2022 ᖺ � ᭶ �0 ᪥ࠉ                                                

ẖ᪥労ാࣥࣇ࣭ࣥࢩࠉࢫ࣮ࣗࢽグ⪅

˙ ��LH උを୲͍ͰిபʹొΓ、ߴѹిઢ
ʹ৮͍ͬͯͨ労ಇऀʗ �� ਓ͕ूஂ労災ਃ

高いిபにొったり߱りたりしながら、ク

Ϟののようにབྷまっている高圧ిઢをඋ

するిؾ労働者がいる。ిபの一൪上に高圧

ిઢをઃஔするためには、҆全อ護۩やϩー

ϓなど、20 ʙ �0ᶵにୡするඋと資ࡐを݁

ͼ、ిபに場Ϙルトを̍N ִؒでઃஔし

ながらొらなければならない。ݞ、ࠊ、、、

කなど、全にྗを入れる。ిઢをҾっ張っ

たりॏい資ࡐを持ͪ上͛てઃஔする時も、܁

りฦしڧいྗを入れる。ॅډ地と業地۠が

ଟく、ిபとిઢがෳࡶなιルでは、ిؾ

労働者のࠔが加ॏされる。

公団ιル地Ҭ本部のࢱઃ労は勤労ݐ

前でه者会見を行い、ιル地Ҭで働くిؾ

労働者 12 人がू団で労災ਃ請をすると明ら

かにした。ࠓ回労災をਃ請する人たͪは、

くは 1��� 年から �5 年、くは 200� 年か

ら 15 年ؒ、ిؾの業務をした労働者たͪ。

ฏۉ年ྸ 5��� 歴はܦۉฏ、ࡀ 27 年。それ
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ͧれ回సഁ֖ے྾、༊ண性ൽບԌ、ؒ൘ϔ

ルχΞ、前ํసҠなどのױ࣬ܥ֨ࠎے

をױっている。ݐઃ労は「ؖྗిࠃで、2

年प期で業務をམࡳした業者で働くඇ正規৬

の下請け労働者なので、業者に労災อݥの

を持ͪ出しただけでも雇用不҆がऻってくる

のが࣮ݱ」とした。

回、労災をਃ請したνϣンɾάΝンϞさࠓ

んはこの日のه者会見にࢀ加し、「2 年前か

ら௧Έをڧく感じ、ܥ֨ࠎے断྾という診断

を受けた。2 ϲ月前にखज़をしたが、業者か

らはʰ労災に上͛る事Ҋではない 、ɦh 労災に

上がれば、次の契約の時に不རӹを被るʱと

言われ、ࠓ日明日と労災ਃ請をઌ送りした」

とした。2022ᖺ �᭶ �2᪥ࠉி㒓᪂⪺࣭ࠉ

⪅グࣜ࣊

˙̑ؒͰ「৬͍͡Ί」ͳͲ、ࣗࡴ労災
͕ ��� ਓʹୡͨ͠

基本所得ౘのϤンɾϔΠンٞһが勤労ࢱ

公団、人事ֵ৽処、ࠃ部、ࢲ立ֶڭߍ৬һ

年ۚ公団からఏ出された 2017 ʙ 2021 年の

資ྉを分ੳした݁Ռ、̑年ؒにگݱ労災ࡴࣗ

�7� 人が労災と認定されたと明らかにした。

年だけでࡢ 11� 人がࣗࡴ労災と認められ

た。これは 2020 年（�7 人）より �1� ૿えた。

Ϥンٞһは、2020 年の警察ிの「৬場ま

たは業務上の」を原因としたࣗࡴ者数と、

労災ࣗࡴと認められたࣗࡴ者数が一கしない

とし、「Ӆณされたࣗࡴ労災はもっとଟいだ

ろう」と指摘した。

警察ிが発දした 2020 年の全ମࣗࡴ者数

は̍ສ 277� 人で、この ��2 人の死亡原

因が「৬場または業務上の」に分ྨされ

た。一ํ、2020 年に労災と認定されたࣗࡴ

者数は �7 人。

ٞһࣨは、警察が৬場または業務上の

と見ているのに、࣮ࡍに労災ਃ請をしなかっ

たり、ਃ請したが認められなかったൺが

�2��� 程になるとਪ定した。2022 ᖺ � ᭶

�� ᪥ࠉி㒓᪂⪺ࢼ࣭ࣗࣜࠉグ⪅

˙ �� ͰಘͨύʔΩϯιϯප、αϜιϯࡀ
ಋମの労ಇऀ͍ͨٽ

Ａさん（�2）は 27 だったࡀ 2017 年 � 月、

αϜιンిࢠɾಋମ事業部ฏᖒ場の֦

程は、ಋମをࢄ֦。めた࢝程で働きࢄ

作る֩心程の一つだ。�00 ʙ 1200 の超

高ԹのిؾでΤハー 	 γϦίン原൘ 
 に

不७ 	 ώૉ、Ϧン、ϗૉΠΦンなど 
 を

ଶをม化さͤるܗし、ಋମのಋࢄ֦

程で、Ａさんはચড়作業を担当した。

めて࢝事を � 年༨りが過͗た時、ࠨख

が「ڰったようで、持て༨す΄ど」にえた。

Ａさんはࡢ年２月、病ӃでύーΩンιン病の

診断を受けた。わずか �1 。だったࡀ

療も容қではないという。一࣏ༀ、ࡏݱ

生ༀをҿんで生きなければならないのに、ૣ

くからༀをたくさん用すると໔Ӹྗが生じ

て、以後のༀޮՌがなくなるՄ性がある

という。Ａさんは「ۙ࠷はࠨにもྗがなく

て、全に৳ͼにくいঢ়گ」で、「ྗがൈけ

るのを͙ためにӡ動をするのにもྗがり

ないようなؾがする。死͵ような病ؾではな

負傷したݞを見せて߅議するνョン・άァンモさん
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いというから生きていかなければならないの

に、ࣗ৴がない」とした。

Ａさんはࡢ年 5 月に会社をࣙめた。ݩʑ

働いていた部署ではこれ以上働けず、ଞの部

署にも行けず、追われるように会社を出てき

た。ύーΩンιン病に関連するようなՈ歴

もないＡさんは、理由をるために、पりの

ॿけを受けて病Ӄを๚れた。֦ࢄ程で主に

用するώૉのばく࿐を疑った。検査の݁

Ռ、Ａさんのମから �2���2�H�Hŋ$3& のώ

ૉが検出された。これは一般人ूޱ団の上位

10� 以に当たる高い数だ。ώૉはଟ様

なܗଶの化合で、ڧいಟ性を持っている。

化ֶ的なܗଶによって有機ώૉとແ機ώૉに

分けられるが、ແ機ώૉのํが人ମのة害

性がより高いとられる。Ａさんのମからは

ແ機ώૉ "T5�、"T�� も検出された。

病Ӄは「作業ڥによるແ機ώૉばく࿐が

相当だったとਪ定される点、ύーΩンιン病

ݧ者のӷでώૉೱが高く、動࣮ױ

でώૉがύーΩンιン病を誘発するメΧχζ

Ϝがఏ示された点などから見て、有害Ψスの

ෳ合ばく࿐によって࣬病が発生したՄ性が

相当ある」と判断した。

しかし勤労ࢱ公団ɾژਔ業務上࣬病判定

ҕһ会は６月̓日、Ａさんが出した労災ਃ請

を不ঝ認とした。Ａさんが業務遂行中にࢎ化

ૉ、ϑο化ਫૉなどをѻったり、ばく࿐し

たՄ性はあるが、ばく࿐期ؒがくなく、

これらの࣭とύーΩンιン病との関連性は

ないと判断した。

「ಋମ労働者の݈߁と人権をकる会」	 ύ

ϊϦϜ 
 は、「作業者がώૉに高ೱでばく

࿐したとすれば、当然、そのଞの有機༹ࡎな

どの化ֶ࣭にもそれだけばく࿐したと見ら

れるが、公団がこの検査݁Ռの意ຯをきͪ

んとѲしたのかをਘͶたい」とし、「公団

のژਔ業務上࣬病判定ҕһ会は過ڈにೋ回、

ύーΩンιン病と業務関連性の判断で労災を

不ঝ認としてきたが、以後の行政訴訟で業務

上災害と認定されてͻっくりฦされた。ແ

な判定で被害者のۤ௧を加ॏさͤる行為を

そのままにしてはならない」と൷判した。

  ύϊϦϜとＡさんは、公団の労災不ঝ認処

分を不とし、雇用労働部に再審査を請求す

る。2022 ᖺ � ᭶ �8 ᪥ࠉி㒓᪂⪺ࣥࢯ࣭ࣘࠉ

⪅グࣄ

˙「警察の捜査を受け」急性心臓死、労災認定
େా高裁ਗ਼भ裁判部行政ೋ部は、ڠ৬һ

Ａさんの妻が勤労ࢱ公団に起こしたҨڅ

༩とࡇྉ不支څ処分औり消し訴訟の控訴審

で、原審を෴して原告উ訴と判決した。

Ａさんは、ਗ਼ಓఅ地Ҭのڠに勤め

ていた 2015 年 5 月にはڠ資源化センター

の理所となり、201� 年３月までの約２

年ؒ、औҾઌとセンターのିとച٫契約を

క݁する業務を担当した。

ところが、合の̗さんが 201� 年̍月

頃、ࠃ民権ӹҕһ会からิॿۚ理に関する

法 	 ิॿۚ法 
 違の容疑で告発された。

Ａさんは̗さんと一ॹに警察署にݺばれ、ཌ

日も再ͼ出頭してࢀ考人としてऔり調を受

けた。൴はखாに捜査݁Ռによるิॿۚฦؐ、

査などがාいと書いていた。出頭の前日に

は、動ዲで病Ӄに行ったりもしていた。

201� 年３月、༩৴ɾ৴用担当部署に੮が

Ҡったが、一ϲ月༨りして意ࣝを失ってれ

て、ٸ性心臓死で死亡した。Ａさんが死亡し

たཌ日、̗さんはݏ疑なしとして不起訴が決

定された。

ＡさんのҨがҨڅ༩とࡇྉの支څを

請求したが、公団は不支څ決定を行った。業
（18 ϖージにつͮく）
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であってＡさんの意向によ

るものであり、３次会はす

でに業務との関連性を失っ

ているという判断から、業

務起因性を判断する対象と

しなかったことからだっ

た。

しかし、Ａさんが３次会

に同行したのは、「その日

の夜はいろいろ連れて行く

ところがあるから…」と言

われており、これにした

がったためだった。Ａさん

はまだ入社後２か月あまり

の有期雇用の立場であり、

正規雇用ではなく、権限を

持つ上司の意向にかなうよ

うに、行動するのは当然の

ことだった。

精神障害の労災認定の基

準に関する専門検討会の

2010 年の報告書でも、留

意事項として「被害者は、

勤務を継続したいとか、行

為者からのセクハラの被害

をできるだけ軽くしたいと

の心理などから、やむを得

ず行為者に迎合するような

メール等を送ることや、行

為者の誘いを受け入れるこ

とがある。」と指摘してい

る。

また、出張中については

出張過程全般について事業

主の支配下にあると言って

よいというのが業務遂行性

判断の原則であり、いわゆ

る附随行為の判断は広くな

るとされている。

さらに、本件でＡさんと

会社で争われている民事

裁判において、会社側は

３次会での出来事を民法

第 715 条の「事業の執行

について」の要件を満たす

と認めており、裁判所も判

決で同様の判断を示してい

る。

３次会について業務遂行

性は認められないとした原

処分と審査決定について、

Ａさんは到底納得できるも

のではなく、この６月に再

審査請求を行った。３次会

の業務遂行性とハラスメン

ト行為の評価について、Ａ

さん側としてはあらためて

明快な主張を行うことにし

ている。

務上の過労という客観的な根拠がないという

理由からだ。Ａさんは発作性心房細動で数回

診療を受け、心臓病の診断履歴がある点も考

慮された。Ａさんの妻は 2020 年 5 月に行

政訴訟を起こした。

一審は公団の判定が正しいと判断したが、

控訴審の判断は違った。資源化センターは忌

避部署として有名な上、Ａさんが働いていた

時期は事業が活性化されず、業務による圧迫

がかなり激しかったと判断した。

裁判所は、「（警察の調査の過程に）弁護士

が同行していたとしても、捜査のために捜査

機関に出頭することは、一般人の立場では十

分負担になる」とし、「死亡者は被疑者では

なかったが、容疑が有罪と確定した場合には

契約担当者としての懲戒を受けることもある

地位にあり、一般的な業務によって発生し得

るレベルを超える精神的なストレスを受けて

いた」と判示した。

特に、Ａさんが警察に出頭した頃、高血圧

性心臓病の診断を追加で受けていたことも、

業務上災害の根拠として認められた。裁判所

は「捜査関連のストレスを解消できる不起訴

決定が、故人の死亡の以後に行われたことを

考慮すれば、死亡直前まで相当な精神的な圧

迫感を感じ、高血圧性心臓病に繋がったと見

られる」と説明した。2022 ᖺ � ᭶ 25 ᪥ࠉẖ

᪥労ാࣙࣆࣥࣗࢪ࣭ࣥ࣍ࠉࢫ࣮ࣗࢽグ⪅

   （翻訳：中村猛）

（15 ϖージからつͮく）
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7月の新聞記事から
支払いを命じた（7月14日付で確定）。この階段は男性
以外にもサンダルを履いた３人が相次いで転倒。東京高
裁はサンダルは「雨にぬれた階段を降りるために安全に
使用できる状態ではない」とし、新しいサンダルを用意
するなど事前に配慮する義務があったと判断した。高裁
判決は本人の過失割合を4割と判断した。

	 	 上司からのパワハラを訴えるメモを残して自殺
した消防職員が、公務災害と認定された。2020年４月
に菊池広域連合消防本部の男性係長（47）が、上司から
のパワハラを訴えるメモを残して自殺した。第三者委員
会の調査でパワハラと認定され、元上司は６か月の停職
処分となった。その後、遺族が地方公務員災害補償基金
に公務災害を申請し、７月６日、公務災害と認定された。

7/21	 今年２月、浜田市の中国電力三隅発電所の設備
点検工事で、ベルトコンベアの周辺設備を清掃していた
作業員の男性が、石炭を運ぶ機器に体を挟まれ死亡し
た。浜田労働基準監督署は、調査の結果、「中電プラント」
と工事監督の男性担当者が労働災害を防止するための連
絡や調整などを行っていなかったとして、労働安全衛生
法違反の疑いで書類送検した。

7/22	 ファミリーレストラン「ジョナサン」の店長（懲
戒解雇）が暴力を伴うパワハラを繰り返していた問題で、
被害に遭った30代男性が三田労働基準監督署に労災申
請したと明らかにした。港区の店舗で2020年9月～今
年4月、店長の暴言や暴行にさらされ、21年８月には
肋骨を折る大けがを負った。サービス残業も強いられ、
繁忙期は週4、5回店に寝泊まりし、今年２月には時間
外労働が190時間に上ったとしている。男性は傷害など
の疑いで刑事告訴も予定している。

7/24	 静岡県警で警部だった男性警察官が、上司から
警部補への降任を申し出るよう強要されたとして、県と
当時の上司ら４人に300万円の損害賠償と、警部として
の地位確認を求める訴訟を静岡地裁に起こした。13日付。
男性警察官は警部への昇任後にストレスから体調を崩し
て２度にわたり長期休職。2019年７月に職場復帰し上
司に強要され自ら申し出て同年11月、警部補となった。

7/27	 兵庫県豊岡市の警備会社に勤めていた男性が虚
血性心不全で亡くなったのは、長時間労働による過労が
原因として、遺族らが同社などに約5770万円の損害賠
償を求めた訴訟で、神戸地裁が、発症と死亡は業務が原
因として同社と同社社長の責任を認め、計約4350万円
の支払いを命じた。男性は丹波市内のトンネルで点検警
備に従事。2017年２月28日午前７時ごろ、待機場所の
車内で呼吸停止の状態で発見された。長時間労働が原因
として但馬労働基準監督署に労災認定を受けた。裁判長
は本社などから業務現場までの移動を「労働時間に含ま
れる」とし、男性の時間外労働を発症前１カ月で120時
間45分、発症前４カ月間平均で約85時間17分と認定。

7/29	 警察官が拳銃自殺したのは警察の過失だったと
して、5500万円の賠償を命じる判決を、横浜地裁が下
した。６年前、神奈川県警泉署の古関耕成巡査(25)が署
内のトイレで拳銃自殺した。遺族は、上司らのハラスメ
ントで、精神が不安定だった古関巡査に拳銃を持たせた
のは警察の安全配慮義務違反だとして、5500万円の損
害賠償を求めていた。横浜地裁は警察に過失があったと
指摘し、全額の賠償を命じた。

7/5	 岡山労働基準監督署は、ベトナム人技能実習生
の男性が仕事中にけがをしたのに届けなかったとして、
岡山市南区の建設会社「シックスクリエイト」と同社の
営業部長の男を労働安全衛生法違反（労災隠し）の疑い
で岡山地検に書類送検した。同社は2020年５月、足場
の解体工事中に同僚が投げ渡した部品が男性の顔に当た
り、歯が折れるなどのけがを負ったのに、労基署に報告
書を提出しなかった疑い。岡山県警は６月、同社の元従
業員の男４人を傷害や暴行容疑で書類送検している。

7/6	 兵庫県警機動隊の巡査だった木戸大地さん (24)
が自殺したのは先輩らのパワハラなどが原因だとして両
親が損害賠償を求めた訴訟で、被告の県は、パワハラ行
為の一部を認めて100万円の支払いを命じた一審・神戸
地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。一審判決は
自殺とパワハラとの因果関係は否定しており、両親は６
月26日付で控訴している。

7/7	 人事院は2021年度に各府省庁の国家公務員か
ら寄せられた職場環境などに関する苦情相談が重複した
内容を除き、1269件だったと発表した。4年連続で過去
最多を更新。ハラスメント関係が最も多く、全体の3割
以上を占めた。　

7/8	 奈良市の近畿日本鉄道大和西大寺駅北口付近に
て、元内閣総理大臣の安倍晋三が参議院選挙の候補者の
応援演説中に銃撃され、救急搬送されたが、病院で死亡
が確認された。現場で逮捕された実行犯は、「母親が宗
教団体にのめり込んで破産した。安倍氏がこの団体を国
内で広めたと思って恨んでいた」などと供述したという。

7/11	 神戸地検は、過労死ラインを超える違法な長時
間労働が続いていたとして、労働基準法違反容疑で書類
送検された人気洋菓子店「パティシエ　エス　コヤマ」
（三田市）と同社の男性社員２人を不起訴処分（起訴猶予）
にした。法人としての同社と２人は、2021年1月16日
から1カ月間、人気のロールケーキなどを製造する部門
の社員11人に労使協定の上限を大幅に上回る時間外労
働をさせたとして、１月21日に書類送検されていた。

7/13	 アスベストが原因とされるがん中皮腫にかかる
リスクについて、消防士は一般の人々と比較して1.58倍
高いと推計されることが、国際がん研究機関（IARC）の
調査で判明した。調査結果を踏まえ、IARCは消防士の
職業を「発がん性あり」と分類した。国内では、消防士
が公務で中皮腫にかかったとして補償を求めても、なか
なか認定されないケースが多い。今回、消防士が一般的
に中皮腫を発症しやすいことが国際的に認められたこと
で、補償が進みやすくなると識者はみている。

	 	 東京電力福島第１原発事故をめぐり、津波対策
を怠ったとして、東電の勝俣恒久元会長ら旧経営陣５人
が過失責任を問われ、総額22兆円の損害賠償を請求さ
れた株主代表訴訟の判決が、東京地裁であった。朝倉佳
秀裁判長は「津波対策を取れば事故を防げた可能性は十
分にあった」と判断して勝俣元会長ら４人の過失を認め、
13兆3210億円の賠償を命じた。

7/15	 2018年８月、横浜市の居酒屋で40代男性従業
員が、雨にぬれた外階段を店備え付けのサンダルを履
いて降りていた際に、転倒して骨折した。東京高裁は
2022年6月29日、男性側の賠償請求を棄却した横浜地
裁判決を覆し、店を運営する第一興商に約320万円超の
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